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日本 ミルクコミュニティ株式会社 京 都工十
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事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 に 動
・変 更)

0771   -

Jモ]該 H4する□には レロjをHせ入してください。特定Ⅲ栄イ以外で山寸:参加さイ■るJ球子の方は レ印のlL入は不要です。

2 '独Wヤ!1波Jとは1‖rlilul‖jの市“均t度を 「 !硬ltrJとは↑!口け刊‖りの取終41度をいいます。

3「 JⅢ米所年期1い区ク〉Jとは 京椰/r内のJr栄所$の J:栄rr動のためのエネルギーの虻〕1!にイ|い究4iする沌室劾人ガスを 的 送■両期11区分Jと
は 山動Ⅲ巡送1 米ヽイについては世,‖の本拠のlr性を京rr府内とする1二Ⅲlの'卜JⅢする温堂効米ガスを 飲道J「栄イについては択/Jする■物ⅢW又は

旅イltHjのll寸‖するIA宝効夕tガスを rそ の他捌1‖区分Jとは ■ lL以外の京都府内におけるJ【業所学のJF米活動に仲いたJtする紋よ勿人ガスをい

います。
4 「竹1口`lriJには 1え成211渡 (1990■ 渡)を兆神とした加 1'1の対比やエネルギー】(11位CO効 :い止、後エネ製hl開発などfL7の新配効火

ツ′ス切H‖“H波へのltは グリーン胡逆の採川 4j定フロンなどの条例姉定外のWllli効果ガスの1可波などを祀入してください。

特定事業者の

主たる業FrI 乳製品製造業 9912

該当する事業
者要件

膨 京都府サし球温眠化対策条例旭行規則第10条第1号該当事業者 く大規模エネルキー便用事業者 く原油に換鼻

「

して1,500キロリットル以上))                  !
京都府地球温暖化対策条例旭行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又
はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事
業者 (二酸化炭素に換算して3000ト ン以上))

「

計 画  期  間 平成  18 年   4 月 平成 20 年 3 月

基 本 方 針 環境に対する継続的改看と汚染の予防に収組むため、5つの指針に基つき、環境マネジメン トシステムを

lt進します。

推 進 体 制 事業場内に環境事項に取組む推進体i刊を整え冥旭 して行 く。

年度 ことの具

体的な取組及
び措置

コ

18～ 19 池上製造所 空bl 冷抑設ll lの‖'丼述14 WVF率 人やt子 膨収弁制何、)j水ボンブの虻新によるエネルキ‐刑輩効率の改影

温軍効果カス
の〕卜出畠等 排出区分

基準年度 (実績 )

( 1 7  )年 度
てi確イヒ政然快排 てt))

日僚年度 (計四 )

( 19 )年 度
に確化炭来快分 (t〉)

目」阪 4

(計画 )
〈%)

A事 業所等排出区分 25,390 t 25,195          t -08 %

B輸 送車両排出区分 t t %

Cそ の他排出区分 226 1 t
-266 %

JF出合計 キi                25,617 t 2               25,36i  t -1 0 %

そのて巴のサL球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

く二ほ化炭業換チ (t

森林の保全及び整備 (材flrmiTll〉 (吸収拡) t

府内産の木材の利用 (和川 いヽ) ml (rll渡監) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

(死t'1) kvh (lllttL) 十

て撫りヽ給Ⅲl) CJ (41ttti)ヽ t

グリーン電力の購入 (け入いヽ) 【vh 〈打J渡hD t

削減量等合計 t

差引排出量

例 寸‖介lH―“J波付令‖卜)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

Ⅲ1         9与  じ|イ t ●2)●n)       21を ι/ t ―′つ %

特 記 事 項 l池 上裂道所は、平成13年7月弾菜開始で、平成14年度を基準年度とした場合、平成lb年度に空調設備の運転管理改
善 平 成16年度にコ ジ ェネ設備の導入により平成17年度比で、原油換算量で9%の 削減を達成した。
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